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家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

趣
旨　
小
規
模
保
育
事
業
所
お
よ

び
事
業
所
内
保
育
所
の
保
育
士
等

の
配
置
基
準
の
改
正
。

問　
改
正
に
伴
い
、
保
育
士
の
数

が
児
童
数
に
対
し
て
増
員
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
該
当
す
る
保
育

施
設
で
保
育
士
不
足
に
な
る
よ
う

な
保
育
所
等
は
な
い
の
か
。

答　
現
在
、
市
に
該
当
保
育
施
設

は
な
い
。

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
規
約
変
更

趣
旨　
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
は
、
県
内
の
市
町
村
が

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
か
か
る

事
務
を
共
同
で
行
う
た
め
、
規
約

を
定
め
運
営
し
て
い
る
。
国
か
ら

示
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
健
康
保
険
証
の
原
則
一
体
化
の

方
針
に
基
づ
き
、
所
要
の
変
更
を

行
う
。

問　
従
来
の
被
保
険
者
証
が
６
年

12
月
２
日
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
被
保
険
者

証
は
、
毎
年
８
月
１
日
か
ら
１
年

間
が
有
効
期
間
に
な
っ
て
い
る
。

今
年
も
被
保
険
者
証
は
交
付
さ
れ

る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
。

答　
被
保
険
者
証
は
今
年
も
交
付

さ
れ
る
。
有
効
期
限
は
、
７
年
７

月
31
日
ま
で
で
あ
る
。

問　
被
保
険
者
証
廃
止
以
降
に
75

歳
に
な
る
方
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
、
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保

険
証
利
用
申
込
み
を
し
て
い
な
い

方
は
ど
う
な
る
の
か
。

答　
被
保
険
者
証
の
替
わ
り
に
資

格
確
認
証
を
75
歳
の
誕
生
日
ま
で

に
交
付
す
る
。

討討  

論論反　
対

反　
対

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が
進
ま

な
い
の
は
、
メ
リ
ッ
ト
の
乏
し
さ

や
マ
イ
ナ
保
険
証
に
対
す
る
不
信

感
に
あ
る
。
ま
た
、
国
の
行
う
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険

証
を
一
本
化
す
る
シ
ス
テ
ム
改
修

費
は
３
６
７
億
円
、
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
証
用
途
拡
大
の
推
進
に

２
６
２
億
円
、
周
知
広
報
事
業
に

41
億
円
な
ど
、
莫
大
な
お
金
を
使

う
や
り
方
に
国
民
の
理
解
が
得
ら

れ
る
は
ず
が
な
い
。
保
険
証
の
存

続
を
求
め
、
反
対
す
る
。

市
立
病
院
建
設
計
画
策
定
委

員
会
条
例

趣
旨　
基
本
構
想
お
よ
び
基
本
計

画
の
策
定
等
、
新
た
な
市
立
病
院

の
建
設
に
向
け
た
協
議
を
行
う
た

め
、
市
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
設

置
す
る
。

問　
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答　
今
後
、
基
本
構
想
策
定
の
中

で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
検
討
し
て
い

く
。
他
の
公
立
病
院
の
例
で
は
、

構
想
・
計
画
に
２
～
３
年
、
設
計

に
２
年
程
度
、
工
事
に
２
～
３
年
、

合
わ
せ
て
６
年
か
ら
８
年
程
度
が

標
準
的
で
あ
り
、
市
の
場
合
も
大

き
く
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。
早
期
に
建
設
で
き
る
よ
う
、

事
業
進
捗
の
前
倒
し
に
努
め
て
い

き
た
い
。

問　
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
う

た
う
「
市
民
と
市
の
情
報
共
有
」、

「
市
民
の
参
画
す
る
権
利
の
保
障
」、

「
市
民
と
市
の
協
働
」
の
『
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
原
則
』
を
こ
の
建

設
計
画
の
中
で
ど
の
よ
う
に
活
か

し
て
い
く
の
か
。

答　
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
努

力
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
承
知
し
て
い
る
。
公
募
委
員
を

加
え
る
場
合
、
選
任
ま
で
数
か
月

単
位
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
上
の
理

由
も
あ
り
基
本
構
想
策
定
段
階
で

は
公
募
委
員
の
委
嘱
を
見
送
る
方

向
で
考
え
て
い
る
。
市
民
の
意
見

等
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
最
も
効
果
的
と
認
め
ら
れ
る

市
民
参
画
の
手
続
き
を
検
討
・
実

施
す
る
よ
う
努
め
る
。

問　
委
員
に
市
議
会
議
員
の
参
画

は
な
い
の
か
。

答　
市
長
の
諮
問
機
関
と
い
う
性

格
お
よ
び
地
方
自
治
に
お
け
る
二

元
代
表
制
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
、

議
会
の
場
に
お
い
て
関
与
し
て
い

た
だ
く
。
議
員
の
委
嘱
は
予
定
し

て
い
な
い
が
、
進
捗
状
況
は
適
宜

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一
般
会
計
補
正
予
算

�

（
第
１
回
）

問　
物
価
高
騰
対
応
給
付
金
支
給

事
業
（
定
額
減
税
調
整
給
付
分
）

に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
市
民
へ

の
通
知
お
よ
び
支
給
は
い
つ
か
。

答　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
紐
づ
け
ら

れ
た
公
金
受
取
口
座
登
録
が
あ
る

方
は
、
は
が
き
に
よ
る
給
付
決
定

通
知
書
を
発
送
、
支
給
日
は
７
月

31
日
の
予
定
で
あ
る
。
登
録
が
な

い
方
は
、
封
書
に
よ
り
支
給
要
件

確
認
書
を
発
送
す
る
の
で
、
振
込

口
座
等
を
市
に
返
送
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

支
給
日
は
、
８
月
以
降
の
予
定
で

あ
る
。

６月定例会（６月５日から25日まで開催）では、市長提出議案５件のほか、議員提出議案３件を審議
しました。質疑・討論の主な内容は以下のとおりです。議案の結果については、次ページをご覧くだ
さい。

6月定例会の議案質疑等の内容

6月定例会本会議の様子（本庁舎４階）
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●
意
見
書

意
見
書

　

６
月
定
例
会
の
最
終
日
に
、
議

員
提
出
議
案
の
意
見
書
１
件
が
提

出
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
原
案
の

と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
関
係

行
政
庁
等
に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

地
域
に
お
け
る
「
こ
ど
も
誰

地
域
に
お
け
る
「
こ
ど
も
誰

で
も
通
園
制
度
」
の
制
度
拡

で
も
通
園
制
度
」
の
制
度
拡

充
等
を
求
め
る
意
見
書

充
等
を
求
め
る
意
見
書

１　

実
施
事
業
所
が
不
足
す
る
地

域
で
は
、
十
分
な
受
け
入
れ
先
を

確
保
す
る
た
め
の
施
策
を
講
じ
る

こ
と

　

試
行
的
事
業
の
職
員
配
置
や
設

備
基
準
は
、
認
可
保
育
所
並
み
の

水
準
と
な
っ
て
い
る
が
、
認
可
保

育
所
等
の
実
施
事
業
所
が
不
足
し

て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
制
度

の
導
入
推
進
を
図
る
た
め
に
も
職

員
配
置
や
設
備
基
準
を
満
た
す
た

め
の
財
政
的
措
置
を
含
む
支
援
策

を
講
じ
る
こ
と
。

２　

自
治
体
に
よ
っ
て
一
人
当
た

り
の
利
用
時
間
の
上
限
を
増
や
せ

る
よ
う
に
す
る
こ
と

　

試
行
的
事
業
で
は
、
補
助
基
準

上
の
一
人
当
た
り
利
用
時
間
の
上

限
は
10
時
間
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お
け
る
乳
幼

児
数
や
地
理
的
特
性
に
よ
っ
て
、

利
用
時
間
の
ニ
ー
ズ
に
バ
ラ
つ
き

が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
中
、
全
国
の
市
町
村
で

実
施
す
る
給
付
制
度
と
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
な
が
ら
、
自
治
体
に

よ
っ
て
地
域
差
が
生
じ
る
こ
と
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、

と
い
っ
た
論
点
も
含
め
、
利
用
時

間
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
。

３　

障
害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
を

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
　

障
害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
と
そ

の
家
族
を
支
援
す
る
観
点
や
保
護

者
の
事
情
に
よ
り
通
園
が
で
き
な

い
乳
幼
児
に
つ
い
て
も
家
庭
と
は

異
な
る
経
験
や
家
族
以
外
と
関
わ

る
機
会
を
創
出
す
る
観
点
か
ら
、

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
に
お
い

て
も
障
害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
の

受
け
入
れ
を
認
め
る
こ
と
。

４　

重
層
的
な
見
守
り
機
能
が
発

揮
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
設
計
と
す

る
こ
と

　

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
を
地

域
資
源
の
一
つ
と
し
て
整
備
し
、

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
と
合
わ

せ
て
、
地
域
に
多
様
な
子
育
て
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
整
え
、
潜
在
的
待

機
児
童
の
解
消
も
視
野
に
入
れ
た

重
層
的
な
見
守
り
機
能
が
発
揮
さ

れ
る
よ
う
な
制
度
設
計
と
す
る
こ

と
。

５
月
臨
時
会

　

５
月
臨
時
会
が
５
月
13
日
に
開

か
れ
、
市
長
提
出
議
案
４
件
に
つ

い
て
審
議
し
ま
し
た
。

会派ごとの賛否
市
民
６
人

ま
ほ
５
人

新
政
２
人

公
明
２
人

無会派

議案の件名 議決結果 出
浦
金
崎
黒
澤

条
例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部改正

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ
の
他

埼玉県後期高齢者医療広域連合の規約変更 原案可決 ○ ○ ○ ○ × × ○

市立病院建設計画策定委員会条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補
正
予
算
一般会計補正予算（第１回） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

会派ごとの賛否
市
民
６
人

ま
ほ
５
人

新
政
２
人

公
明
２
人

無会派

議案の件名 議決結果 出
浦
金
崎
黒
澤

議
員
提
出
議
案

地域における「こども誰でも通園制度」の制度
拡充等を求める意見書

原案可決 ○ ○ ○ ○ × × ○

市議会傍聴規則の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市議会委員会条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

会派ごとの賛否
市
民
６
人

ま
ほ
５
人

新
政
２
人

公
明
２
人

無会派

議案の件名 議決結果 出
浦
金
崎
黒
澤

専
決
処
分

国民健康保険税条例の一部改正 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市税条例の一部改正 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都市計画税条例の一部改正 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ
の
他
工事請負契約の締結（南小学校校舎大規模改造工事） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６月定例会で審議した議案の結果

５月臨時会で審議した議案の結果

市民：市民クラブ　　まほ：まほろば　　新政：新政ちちぶ　　公明：公明党
無会派：会派に属さない議員　※議長は人数に含まれていない。

市民：市民クラブ　　まほ：まほろば　　新政：新政ちちぶ　　公明：公明党
無会派：会派に属さない議員　※議長は人数に含まれていない。

○：賛成
×：反対

○：賛成　×：反対　○／○：賛成人数／会派人数


